
巻頭言

　この論稿は、警察政策学会の警察史研究部会において鈴木康夫氏が原案を作成し部内での

討議補訂を経て成稿としたものである。

　本論稿は、幕末―明治期という内外共に激しく変化流動する中で、欧米列強と比肩すべき

近代的中央集権国家の建設に邁進した明治政府が、さきの徳川幕府が安政五年に米、蘭、露、

英、仏の五ヶ国と順次締結した「修好通商条約」（一般には「安政の五ヶ国条約」と称される。）

の改正という重大問題に突き進んだ事について、我が国権（主権）の具体的発動である警察

権を切口として、その消長（一部喪失から回復まで）に重点を絞り、横浜居留地警察を中心

に据えて、具体的、かつ、精密に論述したものである。

　以下、こうしたいくつかの点について述べる。

第�１　大きなテーマに相応しく資料の収集が、広範かつ精密に行われていること。

　�　前記のとおり、本論稿のテーマが即、条約改正の核心に当たるので、広く公正綿密な論

議をするには、まず、資料の収集自体が広範にわたり遺漏のないものである事が前提とな

る。鈴木氏等はこの点に十分配意して、特定のイデオロギーに陥ることを避けて、史実に

沿って公平中正な論述に努めている。

第�２　収集した資料の取り扱いが、適正妥当であること。

　�　前記第 1と通底するのであるが、資料の取扱い（価値判断）は、論述者の歴史観によっ

て（同一の事実について）様々に相違する論述となる。この事はある程度止むを得ないの

かもしれないが、本論稿は公平中正な論述を維持していること。

第�３　不平等条約の改正は、国際的には後発で弱小であった日本が、帝国主義思潮の中で先

進強大を誇る欧米諸国と対峙したもので、日本にとっては困難を極めたことであったが、

本論稿は、その間の様相を忠実正確に論述していること。

１�　当時、英・仏をはじめとする各国公使は、日本の法制の不備～そのために起きた外国人

殺傷事件・居宅破壊等～を指摘し、法制上も事実上も外国人（自国民）保護の完全を求め、

執拗かつ傲岸な態度で交渉に臨んだ。これに対して日本の外交担当者（寺島宗則・陸奥宗

光・井上馨）等は、あくまで治外法権の撤廃を基本として、内については法制の整備を急ぎ、

外に対しては、条約改正は相互和親の精神によるものである事を主張し、また、「万国公法」

等によって得た新知識、法理等を活用して、合意を得るよう懸命の努力を尽くした。

２�　英国公使の外交交渉は、強大な国力（兵力を含む）を背景とするもので、評価し難いも

のであるが、その反面、未熟な日本の外交を教導する点もあったと評価する資料を採り、

記述して公平を期している。（具体的には、英国公使パークスの言動についての評論的史



料を、採り上げていることが格好の例である。）

第�４　本論稿は、多数の論点を取り上げて論述したものであるが、なお、未解明の事項が残っ

たので、その補充を期しているものであること。

　�　冒頭に既述したとおり、本稿は鈴木氏の原案に部員による若干の補訂を加えたものであ

るが、論点多数を包摂しての長文となり、いくつかの未解明の事項が残った。これら未解

明（異説を含む。）の事項については、更なる考究を期している。読者諸賢の御叱正を願

う所以である。

　最後に、本論稿作成のため５年余にわたって研究研鑽を重ねた鈴木氏等の努力に敬意を表

し、また、本論稿を警察政策学会資料として刊行することにご理解、ご支援を賜った政策学

会の諸氏に感謝の意を表して序文とする次第である。

平成 28 年 3月　警察史研究部会　　

部会長　加　藤　　晶
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